
悌
説
法
減
壷
経
議
後
の
戚

松

木

本

興

線
ぺ
て
経
典
の
説
〈
所
に
劃
し
て
、
必
れ
偽
陀
が
万
年
の
後
を
懸
記
せ
ら
れ
た
る
金
文
な
b
、
ご
な
す
信
仰
的
の
見

方

t
．
少
部
分
の
版
始
終
典
を
除
く
外
は
滅
後
諸
賢
虫
干
の
創
造
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
経
典
の
文
字
は
、
共
の
経

成
立
嘗
時
に
於
け
る
敬
脅
の
賞
状
ぞ
寓
し
た
る
も
の
さ
比
る
、
腿
史
的
、
科
皐
的
比
方
と
が
あ
る
。

経
典
の
文
字
が
、
金
日
の
党
北
口
そ
潟
せ
る
も
の
に
せ
よ
、
滅
後
無
名
の
大
士
の
思
惟
創
造
せ
る
所
を
記
越
せ
る
も
の

仁
せ
よ
、

其
の
営
時
の
敬
曾
の
質
肢
を
物
語
る
事
は
同
一
で
あ
る
。

此
の
立
昧
か
ら
五
万
八
万
の
傭
致
事
典
、
は
、
其

の
盛
が
偽
在
世
及
び
滅
後
二
千
年
間
に
渡
る
数
曾
史
で
あ
b
、
散
理
史
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
o

根
本
原
始
終
典
の
文
字
に
せ
よ
‘
備
陀
の
問
衆
に
劃
す
る
垂
訓
で
あ
る
は
勿
論
な
る
も
、
而
も
其
の
詑
ゐ
る
所
以
を

推
尋
す
る
時
、
反
面
教
曾
の
状
態
即
も
其
の
説
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
開
由
を
知
る
事
が
出
来
る
。
畿
遠
大
乗
悌
殺
の
如

き
、
悌
陀
内
証
の
布
街
を
悌
設
の
形
式
仁
依
つ
て
な
さ
れ
し
も
の
で
あ
ち
、
同
時
に
其
の
時
代
の
致
曾
相
に
反
按
せ
ら

働
説
法
減
識
経
識
後
の
感

ー’..ノ、



品
附
波
法
滅
識
経
誠
後
の
感

，、

れ
て
成
立
せ
る
も
の
が
多
い
。

今
の
悌
設
住
減
壷
艇
の
如
き
は
前
極
的
に
敬
舎
の
表
減
少
，
慨
リ
る
も
の
で
あ
り
、
法
華
経
、
維
謄
頼
、
担
架
艇
、
大

知
…
量
書
締
の
如
A
F
諸
μ
へ
乗
一
純
は
、
ね
極
的
に
高
く
理
想
を
掲
げ
て
教
徒
の
準
路
タ
一
ぷ
し
、
日
っ
て
致
合
の
弊
風
を
矯
正

ル
下

λ
l」
全
℃
し
も
の
三
見
る
事
が
山
容
ゃ
う
o

一一

経
典
そ
信
仰
的
に
掌
奉
す
る
に
せ
よ
、

科
鼎
的
に
北
（
の
敬
理
ケ
一
批
判
し
、

時
史
的
に
成
立
年
代
ケ
－
探
究
す
る
に
せ

ょ
。
赴
等
が
既
に
、
我
等
の
取
一
一
典
で
あ
り
、

修
証
の
羅
針
で
あ
る
事
に
異
論
は
ゐ
一
る
・
ま
い
J

従
っ
て
是
を
客
観
的
に

物
語
b
を
諌
む
が
如
き
態
度
に
児
終
ら
え
か
、
古
事
の
所
謂
、
終
日
他
の
賓
佐
敷
へ
て
白
仁
於
い
て
半
銭
の
分
無
き
、

に
終
る
で
あ
ら
う
。
悌
敢
徒
の
使
命
は
、
経
典
テ
一
自
己
に
反
省
し
、
時
代
に
生
か
す
事
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
総
℃
の
料

典
の
文
字
の
中
に
自
己
の
血
を
通
す
事
が
我
等
の
態
度
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
U
O

此
の
態
度
で
一
純
文
の
諌
言
に
針
し
度

い
ぐ
』
思
ふ
。

一
総
支
の
橡
一
一
一
一
口
は
一
様
に
、
思
H
A
の
起
る
時
代
を
末
法
発
季
と
設
か
れ
で
あ
る
。
其
の
一
尤
も
確
然
と
し
て
年
代
を
区
分

せ
る
は
正
像
末
三
時
の
説
で
ゐ
る
。
市
し
て
末
法
の
徴
？
と
し
て
、
戒
定
対
話
無
〈
、
借
徒
の
口
問
位
退
下
し
、
奴
を
比
丘
、
r－



な
し
排
や
厄
ミ
し
、
借
尼
嫁
要
し
、
倶
仁
子
息
あ
り
、
袈
裟
の
色
竣
じ
て
其
の
行
状
撤
師
の
如
し
等
冷
末
訟
の
相
以
を

説
く
事
至
れ
ち
者
．
せ
り
の
戚
が
あ
る
o
其
正
像
各
千
年
末
法
万
年
と
い
ひ
、
或
は
正
法
五
百
年
像
法
千
年
末
法
万
年
と

い
ぴ
、
或
は
正
傑
各
五
百
末
法
万
年
等
と
い
ふ
も
倶
に
悌
滅
を
去
ゐ
尤
も
遠

3
を
以

τ、
末
法
ご
い
日
莞
季
と
呼
ぺ
る

も
の
で
あ
る
が
、
是
は
且
く
年
代
の
差
に
依
て
正
像
末
に
直
分
せ
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
若
し
宵
質
的
に
い
ふ
な
ら
ば

強
ち
仁
正
像
伝
過
ぎ
ぎ
れ
ば
末
法
な
し
と
限
る
ぺ
き
で
は
な
い
。

時
の
巾
心
と
な
る
も
の
は
い
つ
も
人
で
あ
る
。
そ
れ
が
備
在
世
で
あ
ら
う
と
、
滅
後
で
あ
ら
う
と
、
偽
眼
仁
映
じ
た

る
・
衆
生
は
、

い
つ
も
迷
へ
る
も
の
で
あ
b
憐
れ
な
る
窮
手
で
あ
り
、
悪
見
の
所
有
者
で
あ
る
。
此
の
意
味
か
ら
衆
生
を
巾

心
と
し
て
日
比
た
場
合
は
、

い
つ
も
発
季
で
あ
り
、
末
法
で
あ
る
o
但
個
の
中
、
悪
見
の
多
少
、
証
悟
の
有
無
を
批
枝
し

τ滅
後
三
時
の
匝
n
？
を
生
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
粍
典
の
中
に
指
摘
せ
ら
れ
た
る
莞
季
の
主
体
は
一
切
衆
生
で

あ
り
、
刻
質
し
て
云
へ
ば
今
経
を
護
む
我
々
自
身
で
ゐ
る
の
だ
。
備
陀
は
三
千
年
の
往
昔
、
換
言
の
形
式
を
以
っ
て
現

在
の
我
々
の
錦
に
慨
き
、
我
々
の
震
に
説
法
し
給
ふ
た
も
の
で
ゐ
る
o
此
慮
に
一
過
怯
界
の
備
陀
の
慈
悲
に
戚
泣
せ
ず
に

は
ほ
泊
ら
れ
な
い
の
で
ゐ
る
o

一一

働
説
法
減
識
経
議
後
山
感

ーし
ノ、



品
開
設
松
川
同
議
終
議
後
の
感

四

的
説
法
減
謹
艇
は
小
乗
部
仁
従
属
し
、
僅
に
八
百
八
十
伶
文
字
よ
h
成
る
烹
っ
て
知
レ
純
典
で
、
其

ω課
出
は
支
那

南
北
朝
末
期
と
推
定
す
る
丈
で
持
者
は
不
明
で
あ
る
。
其
の
説
〈
所
械
め
て
深
刻
に
、
護
む
者
を
し
て
、
寧
ろ
戟
傑
せ

し
む
ゐ
の
戚
が
あ
る
の
何
れ
の
純
典
を
見
る
も
、
備
陀
の
肺
に
訟
を
説
か
む
ご
し
給
ふ
や
、
光
明
十
方
に
遍
く
、
四
衆

八
部
随
存
し
て
之
を
待
ち
、
説
法
終
る
や
、
歓
喜
し
て
去
る
の
が
常
念
で
あ
る
。
然
る
仁
此
の
一
粍
は
其
の
序
R
7
仁
、
世

掌
寂
静
。
蹴
無
レ
所
レ
説
。
光
明
不
レ
現
。

LZ
一
設
か
れ
、
結
文
に
、
四
部
弟
子
。
聞
ν
粍
悲
惨
伺
帳
。
皆
殺
τ
無
上
型
其
道
意
。

悉
舟
レ
怖
作
ν
縄
市
去
。
と
い
ふ
o
何
す
れ
ば
斯
〈
も
遁
愈
の
説
相
と
殊
る
や
、
其
の
王
宗
分
に
接
せ
ば
自
明
で
あ
る
。

一
世
し
本
純
正
宗
H
7
中
、
法
減
轟
の
相
十
四
ケ
僚
を
翠
示
し

τ
bる
。
即
も
、

一
、
訂
飾
衣
裳
。

二
、
飲
柄
喰
肉
、

三
、
殺
生
食
味
。

問
、
惜
賢
嫉
帯
。

玉
、
荒
撫
寺
廟
。

ム
ハ
、
徹
三
賓
物
。

七
、
食
財
不
施
。

八
、
販
寅
奴
牌
。

九
、
耕
回
楕
植
り

十
、
指
紋
濁
乱
。
十
一
、
不
修
戒
律
。
十
二
、
慨
怠
不
串
。

十
三
、
武
両
求
名
。

十
四
、
望
人
供
養
。

の
十
四
項
目
、
強
し
来
れ
ば
、
悉
〈
是
れ
現
代
常
衆
の
貫
生
活
を
寓
せ
る
も
の
で
あ
る
o

其
の
第
一
一
唄
を
見
る
に
、
著
一
俗
衣
裳
一
築
二
好
袈
裟
五
色
之
服
一
。

t
説
か
れ
て
ゐ
る
。
現
代
所
有
階
級
を
通
じ
て
、

併
似
の
服
装
ほ
ど
煩
雑
に
し
て
、
絢
蘭
た
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
尤
ら
股
粛
な
る
べ
き
法
要
時
に
彼
等
の
服
装
を
見
る

時
、
返
っ
て
巌
粛
の
気
勢
は
殺
が
れ
て
、
拙
劣
な
る
服
装
行
列
然
た
る
戚
さ
へ
あ
る
。
之
を
在
世
の
借
伽
の
服
装
の
森



舵
で
あ
っ
た
ら
う
そ
れ
に
比
し
寧
ろ
滑
稽
な
る
戚
が
あ
る
o
何
を
苦
し
ん
で
切
迫
し
た
る
経
済
朕
態
の
中
に
在
り
な
が

ら
、
数
十
、
数
百
余
を
投
じ
て
、
好
袈
裟
五
色
の
服
を
求
め
之
を
着
用
し

τ得
立
然
J

』
し
て
ゐ
る
の
か
。
由
来
借
似
の

ι
斗
．
活
様
式
は
其
の
簡
素
な
る
を
以
っ
て
特
徴
と
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
A
T
や、

一
一
般
枇
曾
仁
於
い
て
き
へ
生
活
の
簡
易
化

の
叫
は
れ
て
ゐ
る
時
代
、
寧
ろ
其
軌
範
た
る
べ
き
借
衆
が
昔
日
よ
b
A
1
H
、
今
日
よ
り
更
仁
複
雑
な
る
生
活
様
式
を
迎

へ
A
と
し
つ
＼
あ
る
は
何
ぞ
や
。
此
慮
に
取
b
聴
き
れ
行
く
階
級
の
委
が
あ

b
、
怯
減
識
の
相
が
あ
る
。
我
々
は
先
づ

服
装
の
簡
易
化
を
叫
び
、
我
等
の
生
活
よ
り
法
服
阜
司
の
必
要
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

飲
酒
喰
肉
、
殺
生
食
昧
の
弊
に
至
つ
て
は
除
。
仁
自
明
に
し

τ寧
み
い

λ
を
欲
し
な
い
。
借
伽
の
あ
る
所
柄
あ
り
肉

あ
り
、
然
し
て
和
合
の
相
は
非
令
し
て
破
加
合
の
叫
喚
ゐ
る
の
み
に
至
つ
て
は
論
外
と
一
五
は
ぎ
る
を
作
な
い
。

惜
質
嫉
品
川
に
至
っ
て
は
、
何
の
時
代
も
赴
ゐ
る
が
震
に
動
乱
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
o
勘
持
品
の
三
類
の
強
敵
の
如
き

亦
此
の
類
例
で
あ
ら
う
が
、
今
の
抑
制
に
は
、
清
浄
の
比
丘
あ
り
数
化
平
等
に
し
て
、
身
を
損
し
物
を
済
ひ
、
自
ら
己
を

惜
ま
ず
。
設
有
一
一
此
人
＼
衆
魔
比
丘
、
威
共
嫉
ν
之
。
誹
誇
揚
ν
感
。
揖
瓢
駈
泣
不
レ
令
ν
伴
ν
位
。
自
共
於
ν
後
不
ν
修
一
－
道

徳
一
。
と
説
か
れ
で
あ
る
。

是
亦
飴
り
に
明
了
な
る
現
代
併
衆
の
貨
統
で
は
ゐ
る
ま
い
か
o
借
…
聞
の
和
合
そ
候
く
は
多

〈
の
場
介
、
惜
嫉
が
其
の
最
大
原
因
で
あ
る
。
教
圏
の
分
裂
然
。
、
宗
内
の
動
指
亦
然
・
り
で
あ
る
。
克
仁
、
仰
い
食
一
一
財
物
一
口

椋
来
不
ν
散
。
不
ν
作
一
↑
編
徳
一
。
仁
至
つ
て
は
、
冷
汗
三
斗
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。

偽
詑
法
減
港
線
議
後
の
感

ノ、
五



併
説
法
滅
金
総
統
後
山
感

、4

、
，F

．，
 

荒
蕪
寺
廟
。
倫
三
賀
物
。
食
財
不
施
。
亦
現
質
描
寓
ご
云
は
ぎ
る
を
特
ぬ
。
販
貰
奴
蝉
は
や
る
者
無
か
じ
ん
も
、
耕

町
種
植
に
至
て
は
、
天
下
晴
れ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。

姪
枚
濁
乱
。
不
修
戒
律
。
慨
怠
不
曲
学
。
貢
高
求
名
。
望
ア
人
供
養
’
o
畢
け
来
れ
ば
、
悉
〈
以
て
現
在
併
衆
の
不
如
法

な
ら
ゴ
る
は
な
い
。

四

月
は
村
一
芸
の
錦
仁
曜
夜
は
る
、
が
、
月
共
物
は
永
久
の
存
在
で
あ
る
。
備
品
料
亦
然
り
で
、
勝
義
正
法
即
も
、
偶
数
其
物

は
、
万
年
の
後
そ
照
す
ぺ
主
力
を
有
す
ぺ
き
も
、
借
徒
不
如
法
の
刺
雲
に
依
っ
て
、
世
俗
正
法
、
即
も
民
衆
と
悌
殺
と
の

闘
係
は
絶
た
る
＼
の
で
あ
る
。

一
般
民
衆
の
信
仰
心
の
薄
り
ぎ
行
〈
を
慨
く
聾
は
聞
〈
が
、
そ
れ
が
原
因
の
自
己
に
在

る
事
を
恐
る
、
、
の
離
却
を
聞
か
な
い
。
不
修
戒
律
と
僻
怠
不
弟
は
蓋
し
尤
も
誠
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。

博
教
大
師
が
、
自
ら
の
時
代
を
指
し
て
、
今
時
是
像
法
最
末
時
也
。
彼
時
行
事
院
同
一
一
末
法
一
、
然
則
。
於
一
一
末
法
中
一
。

但
有
一
一
言
敬
一
。
而
無
コ
行
証
一
。
若
有
二
戒
法
一
。
可
ν
有
二
破
戒
一
。
低
無
1
4
成
法
一
。
向
ν
破
一
一
何
戒
一
。
而
何
一
一
破
戒
明
。
破
戒

術
無
。
何
況
持
戒
（
末
法
燈
明
記
、
会
三
四
八
五
）

と
記
し
な
が
ら
、
向
比
叡
山
上
、
大
乗
凶
頓
の
戒
地
建
立
を
雄
想
と
せ
ゐ
は
、
煩
鎖
な
形
式
に
束
縛
せ
ら
れ
た
る
作
儀



は
無
か
る
ぺ
き
も
、
大
乗
法
華
の
精
神
に
依
る
戒
の
永
久
存
捕
す
べ
き
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
然
り
而
し
て
其
の
小

生
を
戒
壇
建
立
に
奔
命
し
川
頓
戒
に
依
る
菩
薩
慣
を
養
成
せ
ん
と
せ
る
、
侍
教
は
、
其
の
入
寂
前
諸
弟
子
に
遺
誠
し
、

若
我
滅
後
。
皆
勿
ν
著
ν
服
ο
亦
山
中
同
法
。
依
一
品
開
制
戒
一
。
不
ν
得
ν
飲
ν
酒
心
若
有
ν
違
ν
此
者
。
不
一
我
同
法
一
。
亦
不
二

偽
弟
子
一
。
早
速
援
出
。
不
ν
得
ν
令
ν
践
一
一
山
家
界
地
一
。
若
錦
一

A
口
薬
一
。
莫
ν
入
一
山
院
一
。
又
女
人
説
。

不
ν
得
ν
近二

寺
側
一
。
何
況
院
内
清
津
之
地
哉
。
毎
日
長
一
－
講
諸
大
乗
経
一
。
感
動
部
精
準
。

Aye法
久
住
一
。
潟
ν
利
一
一
盆
闘
家
｝
。
待
ν
度一一

群
生
一
。
努
力
努
力

と
一
五
へ
る
叡
山
も
、
此
の
泣
誠
の
精
神
は
、
早
〈
阪
に
喪
失
し
て
、
大
師
を
し
て
地
下
に
泣
か
し
む
る
現
版
三
な
b
了

っ
た
。天

台
宗
を
始
め
、
営
時
の
伽
藍
備
殺
の
甥
を
慨
き
、

大
事
一
一
例
陀
の
真
意
に
返
b
、

法
華
本
国
戒
の
樹
立
に
一
生
を

捧
げ
ら
れ
た
、
け
運
上
人
の
流
れ
も
、
亦
再
び
伽
藍
悌
敢
に
鶴
b
、
宗
組
の
末
法
無
戒
の
言
を
悪
用
し
て
、
好
飾
衣
裳

乃
至
求
名
、
望
人
供
養
の
悪
風
に
身
を
心
を
委
ね
℃
ゐ
る
。

堂
唯
働
問
徒
の
み
な
ら
ん
や
、
不
如
訟
な
る
人
程
、
枇
曾
は
歓
迎
す
る
に
非
ず
や
。
と
い
ふ
事
を
止
め
よ
。
自
ら
の
罪

を
他
に
推
す
事
は
悪
中
の
悪
で
ゐ
る
。
現
代
の
如
主
、
不
如
法
の
信
者
俗
衆
を
作
れ
る
は
、
皆
借
衆
の
罪
で
あ
る
事
を

白
血
寛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

偽
説
法
減
退
締
議
後
の
感

六
七



岬
抑
説
訟
減
一
議
旬
開
誠
後
の
感
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法
欲
ν
減
時
。
女
人
精
進
恒
作
一
↑
功
徳
一
。
男
子
慨
世
不
ν
用
コ
怯
語
一
。
眼
見
一
一
沙
門
一
。
如
ν
規
一
読
一
士
一
無
ν
有
ご
伝
心
一
ル

豆
懸
官
計
魁
。
不
ν
順
↓
道
即
．
一
口
皆
忠
一
築
乱
一
。
恋
人
多
如
一
一
海
中
抄
一
。
著
者
甚
少
。
若
一
若
一
一
。

飴
ム
リ
仁
も
恐
る
べ
き
純
文
で
は
め
る
ま
い
か
。
結
文
の
四
部
弟
子
。
閉
経
悲
惨
倒
慌

oz一
五
へ
る
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

若
し
夫
れ
、
法
減
壷
粧
を
聞
き
て
、
悲
惨
側
帳
せ
る
、
四
部
の
衆
を
し
て
現
在
あ
ら
し
め
ば
持
し
て
如
何
、
唯
々
恐

畏
憂
情
死
ゐ
る
の
み
か
。

如
日
月
光
明
。
能
除
諸
幽
見
。
期
人
行
世
間
n

能
減
衆
牛
問
。
数
無
最
強
口
薩
口
畢
克
佐
一
乗
。
の
文
を
色
議
す
る
の

人
は
出
で

F
る
か
。

以

上


